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まえがき 

この規格は，産業標準化法に基づき，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本

産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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Accessible service-Part 2: General rules for communication 

 

1 適用範囲 

この規格は，障害のある人々，高齢者などが自ら社会参加をするとき，例えば，博物館，美術館，図書

館などの施設を利用するときに，サービス提供者が，様々な環境，障害の特性，年齢及び身体の機能・状

態に応じて，アクセシブルサービス（以下，サービスという。）を提供することを可能にするためにコミュ

ニケーション特有の基本的配慮事項について規定する。 

この規格は，JIS Y 0201-1 に規定する基本的配慮事項とともに適用することを意図している。 

注記 この規格は，施設などの利用以外の社会参加の場面でも参考となる。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。この引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS Y 0201-1 アクセシブルサービス－第 1 部：サービス提供者の基本的配慮事項 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

3.1 
アクセシブルサービス 

サービス提供者が，障害のある人々，高齢者などのサービス利用者と共に考え，協力して作る利用しや

すいサービス 
（出典：JIS Y 0201-1:2024 の 3.1） 

4 基本的配慮事項 

サービス提供者がコミュニケーションに関するサービスを提供するときの基本的配慮事項は，次による

ほか，JIS Y 0201-1 の箇条 4（基本的配慮事項）による。 


